
 

 

 

 

（参考資料４） 

 

 

事業計画書の指針適合性確認を行うにあたっての３つの観点 

（利用指針第 5章より抜粋） 

 

経済産業大臣及び環境大臣は、以下に掲げる観点から、生態系

等への影響評価書が添付された浄化事業計画書の内容が、本指針

に適合しているか否かについて、確認を行うこととする。 

 

1. 生態系等への影響評価書に照らし、浄化事業計画に従って浄化  

事業を行った場合に生態系等に影響を及ぼすおそれがないこ

とについて十分な科学的知見に基づき適正に評価されたと認

められる浄化事業計画であること。 

 

2. 利用微生物の特性又は浄化事業計画の内容及び方法に応じ、既

知の十分な情報又は実験室等での利用微生物等の使用の結果

を収集することにより、生態系等への影響を評価するための必

要な情報が得られていること。 

 

3. 利用微生物の特性又は浄化事業計画の内容及び方法に応じ、生

態系等への影響の評価に際し勘案した生態系等への影響の効

果的な防止に資する措置が確実に講じられるものであること。 


